
折り込み紙

環境だより

問い合わせ　環境政策課　　229-3258

　下記の処理困難物、危険物は市では収集を行いません。これらを捨てるときは、販売店や専門の処理
業者に相談してください。

Ｑ１．畳はどのように処理すればいいですか？
Ａ１．畳は市では収集することはできませんが、
　処理施設へ直接搬入することができます。
●プラスチック類の含まれていない畳(１辺が１
　ｍ以下のもの)
　西部クリーンセンター　　237-5389
　クリーンセンターおおたか　　256-8122
●プラスチック類の含まれた畳、１辺が１ｍを
　超える畳
　白銀環境清掃センター　　237-0671
※持ち込み方法・施設使用料など、詳しくは直

　接各施設へお問い合わせください。直接搬入
　できない場合は、販売店などにお問い合わせ
　ください。
Ｑ２．古くなった消火器はどのように処理すれ
　ばいいですか？
Ａ２．2010年から消火器のリサイクルが始まっ
　ています。購入店もしくは(株)消火器リサイク
　ル推進センターへお問い合わせください。
問い合わせ　(株)消火器リサイクル推進センター
　　03-5829-6773（受付時間９時～12時、13
　時～17時）※土・日曜日、祝・休日を除く

自動車・バイク　　　　バッテリー　　 　　　　オイル・灯油など　
のタイヤ

紙リサイクル
マーク

リサイクルされた
トイレットペーパー

くるりんペーパー事業回収ボックス

劇薬・農薬　　　　　塗料・シンナー　　ガスボンベなど      消火器　　　

　現在市では、１辺が20cm未満で紙リサイクル
マークがついた菓子の紙箱などを回収し、トイ
レットペーパーにリサイクルする取り組み「く
るりんペーパー事業」を実施しています。リサ
イクルされたトイレットペーパーは、市の庁舎
や市立の各小学校などで利用されています。燃
やせるごみの減量、資源の有効利用のために皆
さんのご協力をお願いします。
回収できるもの
　紙リサイクルマークのある菓子箱、食料品の
箱、文房具の箱など
回収できないもの
　ビニールコーティングされたもの、汚れのつ

たもの、洗剤の箱など臭いのついたもの、ラッ
プなどの芯
回収場所
　市本庁舎、各総合支所、津市市民エコ活動セ
ンターなど

くるりんペーパー事業

市では収集しないもの
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